
「小笠原 国立公 園の特別 地域及 び特別保 護地区 内におけ る行為 の許可

基準の特例を定める件」についての意見の募集について  

 

 

１．意見募集の概要  

「小笠原国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基

準の特例を定める件」について、以下のとおりパブリックコメントを実施

した。  

 

 ○募集期間  

   平成 22 年９月 21 日（火）～ 10 月 20 日（水）  

 

 ○意見提出方法  

   郵送、ファックス又は電子メール  

 

２．意見募集の結果  

 （１）意見提出者数  

 

意見提出方法                数         

郵送                        ０通        

ファックス                 ０通        

電子メール                 ３通        

計                          ３通        

 

 （２）整理した意見の総数  

   ・旭山Ａ地区、旭山Ｂ及び夜明山地区に係るもの       ５件  

      ・兄島及び平島地区に係るもの             ３件  

   ・その他意見                     ２件  

 

３．意見等の概要と意見に対する考え方について  

  別紙のとおり  

 

 

 

 

 

 



 

別紙：意見等の概要と意見に対する考え方について  

該当箇所  意見の概要  考え方  件数  

１  

 

 

 

 

 

 

旭山Ａ地

区、旭山

Ｂ及び夜

明山地区

の基準の

特例を定

める行為  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 旭 山 Ａ 地 区 の 自 然 公 園 法 施 行

規則第 11条第２項、第３項並びに

旭 山 Ｂ 地 区 及 び 夜 明 山 地 区 の 自

然 公 園 法 施 行 規 則 第 11条 第 ３ 項

の規定に関する特例について、案

に よ る と 風 致 の 保 護 が 要 件 に な

らないように読める。  

○風致判断については、各号に規

定 す る 基 準 の ほ か 第 ３ ６ 項 の 各

号 に お い て も 許 可 基 準 を 定 め て

おり、各号に適合しなければ許可

はできないこととなっています。 

 

１  

 

 

 

 

 

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 旭 山 Ａ 地 区 及 び Ｂ 地 区 並 び に

夜 明 山 地 区 で の 基 準 の 特 例 に つ

いては、土壌の農地外への流出の

可能性等、風致、生態系、生物多

様 性 へ の 影 響 が 大 き い の で は な

いか。  

 

 

 

○ 従 前 は 農 業 利 用 を 認 め て き た

こと、現在も農地が存在する民有

地 で あ る こ と を 考 慮 し 基 準 を 定

めています。実際に行為を行うに

当たっては、その都度事前に調整

及び指導を行うとともに、申請書

の 審 査 の 過 程 に お い て も 確 認 を

行 い 土 壌 流 出 も 含 め て 適 正 な 対

応を行ってまいります。  

１  

 

 

 

 

 

 

 

 

３  

 

 

 

 

 

 

 

○ 旭 山 歩 道 の 風 致 を 損 な う の で

はないか。  

 

 

 

 

 

 

○ 旭 山 歩 道 沿 線 に は 現 在 も 農 地

がありますが、林地が帯状に保存

され、農地の存在に気づきません

。行為を行うに当たっては、その

都度事前に調整を行うとともに、

申 請 書 の 審 査 の 過 程 に お い て も

確 認 を 行 い 適 正 な 管 理 を 行 っ て

まいります。  

  １  

 

 

 

 

 

 

 

４  

 

 

○都道沿いの建築物（建設中断中

）は農業用とは考えられない。  

 

○当該建築物については、既着手

行 為 と し て 別 途 手 続 き が 行 わ れ

ており、本件の対象外です。  

  １  

 

 

５  

 

 

 

 

 

 

○ 第 １ 種 特 別 地 域 に 格 上 げ し た

地区において、特例を定めること

に反対。  

 

 

 

 

○当該地域は、第１種特別地域と

し て 保 全 す べ き 乾 性 低 木 林 の 各

地 に 戦 前 に 開 拓 さ れ た 民 有 地 が

点在し、そのうち一部は今も耕作

されています。このため、特例を

設けることで配慮しております。 

  １  

 

 

 

 

 

 

６  

 

兄島及び

平島地区

○ 兄 島 及 び 平 島 地 区 で の 学 校 キ

ャンプについては、特例を設ける

○ 長 年 当 該 行 事 が 行 わ れ て い た

地 域 の 実 情 や 学 校 教 育 に よ る 国

２  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

の基準の

特例を定

める行為  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま で し て 継 続 さ せ る 必 要 が あ る

のか。  

 

 

 

 

 

 

 

立公園保全等への効果、先の公園

計画の見直しにおいて、父島や母

島 を 除 く 全 て の 島 を 特 別 保 護 地

区とするとともに、父島・母島に

お い て も 多 く の 海 岸 を 特 別 保 護

地区・第１種特別地域としたこと

を考慮しつつ、慎重に検討し、限

ら れ た 行 為 の み に つ い て 特 例 の

基準を定めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 学 校 教 育 で キ ャ ン プ を 行 う 際

に、侵略的外来種の侵入、アオウ

ミガメやテリハボク等の動植物、

風 致 に 対 し て の 影 響 が あ る の で

はないか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行為を行うに当たっては、テン

ト 等 の 設 置 や 上 陸 時 の 注 意 点 な

ど、その都度事前に調整及び指導

を行うとともに、申請書の審査の

過 程 に お い て も 確 認 を 行 い 適 正

な管理を行ってまいります。その

中で、アオウミガメをはじめ周辺

環 境 へ の 影 響 を 及 ぼ さ な い よ う

な 配 慮 を 実 施 者 に は 求 め て い く

ことになります。  

 なお、従前行われてきた学校行

事には、自然環境保全関係者の協

力を受け、一定の配慮の下に行わ

れてきたと承知しております。  

１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  

 

 

 

 

 

○林野庁は「森林生態系保護地域

・保存地区」として立入禁止にし

ているはず。なぜ特例を認めるの

か。  

 

 

○ 兄 島 の 当 該 地 域 は 国 有 林 で は

なく、森林生態保護地域ではあり

ません。また、平島は森林生態保

護地域の保全利用地区であり、利

用が前提となっていますので、齟

齬はありません。  

  １  

 

 

 

 

 

９  

 

 

 

 

 

 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 環 境 省 が 示 す 特 例 を 定 め る 基

準 の 理 由 は 風 致 や 景 観 ば か り で

はなく、特に小笠原の「世界自然

遺産登録」の「価値」として掲げ

ている「地形・地質」、「生態系

」、「生物多様性」を重視するべ

きではないか。  

○風致は、広く自然環境や人文的

要 素 を 包 括 し て 構 成 さ れ る も の

であり、ご指摘の「地形・地質」

、「生態系」、「生物多様性」も

風 致 を 構 成 す る 要 素 と 認 識 し て

おります。  

 

１  

 

 

 

 

 

 

10 

 

○ 父 島 で は 国 立 公 園 区 域 外 に お

い て も 従 来 か ら オ ガ サ ワ ラ オ オ

○今回の特例地のみならず、父島

山 中 の 多 く の 農 地 に お い て オ オ

１  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コウモリによる農作物被害、防鳥

ネ ッ ト へ 絡 む こ と に よ る 死 亡 事

故等が起きているため、国立公園

区 域 内 で の 農 業 は オ オ コ ウ モ リ

対 策 の 具 体 的 方 策 を 許 可 条 件 と

して明確にすることが必要。  

コ ウ モ リ 保 護 の 必 要 性 が あ る こ

とは承知しており、当省において

も 種 の 保 存 法 や 鳥 獣 保 護 法 に よ

り対処するとともに、関係機関の

行 う 農 業 対 策 に 協 力 し て い る と

ころです。  

 

 

 

 

 

 

 


